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1. はじめに 

浅間山では積雪期の火砕流による融雪型火山泥流や

噴火後の土石流により、広範囲に社会経済的な影響が

懸念されることから、平成 24 年度から浅間山直轄砂防

事業として砂防施設等の整備が進められている。 
現在、浅間山は傾斜変動及び火山性地震の増加から、

令和 5 年 3 月より噴火警戒レベル 1 から 2 に引き上げ

られ、いつ噴火活動が活発化してもおかしくない状況

である。一方で、令和 5 年 3 月に火山噴火緊急減災対

策砂防計画策定ガイドライン 1)が改定され、実行性向上

のため緊急減災対策実行計画書を策定することが位置

づけられた。 
このような状況から、日々進捗している浅間山の整

備状況のなかでより具体的で効果的かつ迅速に整備で

きる緊急ハード対策の配置を検討した。 
2. 浅間山の砂防施設配置方針 

浅間山において計画されている砂防施設は、基本対

策施設、緊急対策施設、緊急ハード対策の 3 種類に大

別される。図 1 に浅間山における砂防施設の名称とイ

メージを示す。 
基本対策施設は、砂防施設対象渓流に基幹堰堤とし

て平常時から整備する計画施設である。緊急対策施設

は、緊急時の負担を軽減するため基礎部や非越流部は

平常時から整備を進め、緊急時に越流部のコンクリー

トブロックを設置することで完成する施設である。浅

間山直轄火山砂防事業の整備目標（中規模噴火により

発生する土砂災害に対する被害の防止・軽減）につい

ては、この基本対策施設及び緊急対策施設で対応する

計画としている。 
一方で、緊急ハード対策は基本対策施設及び緊急対

策施設の整備途中段階で火山噴火の危険性が高まった

際に暫定的に整備する計画施設である。緊急ハード対

策の整備は、図 2 で示した段階 1 及び段階 2 のタイミ

ングで実施する。緊急ハード対策の工種としては、コ

ンクリートブロックを用いた捕捉工や大型土のう等を

用いた導流堤工等が計画されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 浅間山における砂防施設の名称とイメージ図 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 事業の進捗状況に応じた段階区分 

3. 現状の施設整備状況 

平成 24 年度から対象 16 渓流に対して基本対策施設

及び緊急対策施設（平常時の準備）等が進められてき

た。各対象渓流の現状の整備状況（R5 年度時点）を表

1 に示す。基本対策施設及び緊急対策施設の整備が進ん

できた一方で、対象渓流によって整備進捗状況は異な

っている。 
段階 1及び段階 2 に該当する対象渓流は 13 渓流であ

り、これらの渓流は火山噴火の危険性が高まった際に

緊急ハード対策を整備することにより被害を軽減する

必要がある。段階 3 及び段階 4 に該当する対象渓流は 3
渓流であり、これらの渓流は緊急対策施設の水通し部

の整備や既設堰堤の除石を行うことで計画流出量を全

量処理可能な渓流である。 
 
表 1 各対象渓流における整備状況（R5年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急ハード対策 



4. 緊急ハード対策の配置方針検討結果 

 本検討では、対象 16 渓流に対して緊急ハード対策の

配置方針の検討を実施した。また、今回は不特定の保

全対象に対して満遍なく効果を発揮し、被害を軽減す

る泥流捕捉施設の検討を実施した。 
表 2 に緊急ハード対策の配置検討条件を示し、それ

に応じた配置検討フローを図 3 に示す。対象渓流によ

って整備状況が異なることから対象渓流の整備状況に

合わせた分岐点を設け、緊急ハード対策の工種を決定

した。ここで、浅間山の事業方針から、基本対策施設

を着手後に緊急対策施設に着手していることをフロー

に反映した。また、限られた施工期間内（浅間山では 3
か月程度）で、最大限の効果を発揮できるように留意

した。 
 

表 2 緊急ハード対策の配置検討条件 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 緊急ハード対策の配置検討 

基本対策施設の整備が終了している渓流では、緊急

対策施設の水通し部の施工や緊急対策施設未整備部分

の暫定的な施工を実施する。 
砂防指定地・用地及びアクセス路が整備されている

場合、既設県砂防施設を有しているもしくは、基本対

策施設又は緊急対策施設の施工までの準備が完了して

いる渓流である。そのため、既設県砂防施設を有する

渓流では緊急除石を、既設砂防施設が存在しない渓流

では、基本対策施設又は緊急対策施設計画地近傍に新

規緊急ハード対策（緊急捕捉工）を設置する。 
一方で、砂防指定地・用地及びアクセス路が未整備

である渓流は、基本対策施設又は緊急対策施設の施工

までの準備が完了していない渓流である。この渓流の

うち、既設の緊急ハード対策を有する渓流では、既設

緊急ハード対策（緊急捕捉工）の嵩上げを実施する。

既設緊急ハード対策が存在しない渓流では、緊急ハー

ド対策（緊急捕捉工）を計画する適地はないため、用

地の取得及びアクセス路と合わせて可能な限り早期に

新規緊急ハード対策（緊急捕捉工）を設置可能な場所

に設置する。 
日々事業が進捗している浅間山においては、整備段

階ごとに整備状況が異なる。本検討で示したフローを

活用することで、効率的で効果的な緊急ハード対策（緊

急捕捉工）を実施することが可能となる。さらに、よ

り効率的に緊急ハード対策（緊急捕捉工）を実現させ

るためには、砂防指定地・用地及びアクセス路の整備

状況が重要であることが再認識された。今後はこれら

を踏まえて、平常時の準備を実施することが望ましい

と考える。 
5. 終わりに 

 浅間山直轄砂防事業の特徴として平常時の対策と緊

急時の対策を組み合わせた計画としていることから、

事業進捗に応じた緊急ハード対策の計画が効果的であ

ることが示唆された。 
一方で、浅間山直轄砂防事業の対象現象として積雪

期の火砕流による融雪型火山泥流を対象としており、

広範囲に影響が及ぶため、今回計画した緊急ハード対

策により全ての対象泥流を捕捉することは不可能であ

る。そのため、泥流捕捉施設以外にも導流堤工により

泥流を安全な地域（砂防施設等）に誘導し、重要イン

フラ施設や要配慮者施設等への影響を防ぐことも効果

的であるといえる。 
今後は、緊急ハード対策として整備する泥流捕捉施

設や導流堤工による整備効果をわかりやすく示す評価

指標、表現方法を検討していく必要がある。あわせて、

緊急ソフト対策の取り組みを組み合わせることにより、

より一層の安全度の向上が重要である。 
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